
契約管財課 

議案第５５号 

生活衛生システム用ソフトウェアの購入について 

１ 購入の目的

生活衛生システムの導入

２ 入札（見積）経過調書 

  別紙のとおり 

３ 購入物品 

生活衛生システム用ソフトウェア 一式 

４ 納入場所

みなと保健所  

港区役所      

各総合支所

５ 納期

  令和元年１２月２７日

令和元年６月２４日 資料№１１
総 務 常 任 委 員 会



【随意契約】随意契約とした理由：別紙のとおり
本契約は、31港契約第0020000058号決裁により契約相手方が決定しましたが、本契約によ
る財産の取得が「港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」
第４条に該当するため、本契約の締結日を議決日とすることについて協議します。

所長 濱之上 一人
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日本コンピューター株式会社東京営
業所
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入札（見積）経過調書

項
番

1 21,654,000

件名

開札日時

納入場所

落札方法 価格競争

納入期限
入札方法

令和元年12月27日
随意契約 契約方法

業務区分

決定業者

太陽生命大宮ビル５Ｆ
埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目４２番５号

日本コンピューター株式会社東京営業所

物品購買

生活衛生システム用ソフトウェアの購入

総価契約

港区指定場所

令和元年5月27日 17時0分 契約管財課

1

契約番号
事務機器・情報処理用機器 詳細業種業    種

予定価格   23,819,400

摘要

31港契約第0020000058号



【随意契約とした理由】 

 生活衛生システムは、現在導入している「食品衛生」「畜犬」「医務・薬事衛生」の３システムです。既存システムの保守

サポートの終了や文書作成用ＰＣ入替えに伴うＯＳに非対応である等の理由により、システムを再構築し、業務を一元的に

管理するシステムを導入することとしました。 

 導入に当たっては、公募型プロポーザル方式を採用し、受注者（以下「導入事業者」といいます。）を埼玉県さいたま市

大宮区大門町三丁目４２番５号太陽生命大宮ビル５Ｆ 日本コンピューター株式会社 東京営業所に決定しました。 

 今回購入する物品は、生活衛生システムの導入に伴うものであり、次の理由から導入事業者である日本コンピューター株

式会社東京営業所を契約相手方として随意契約を締結します。 

・購入物品は、導入事業者が保有しているパッケージソフトでありプロポーザル選考の過程でも評価がなされ、導入

スケジュールとも整合が図られている唯一のソフトウェアです。 
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